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2026年診療報酬改定で褥瘡管理はどう変わる？

―医療機関・介護施設・在宅・地域連携―

事業管理本部
高水 勝

1
2026-D

第23回日本褥瘡学会九州・沖縄地方会学術集会
教育講演3 2026年5月9日 10：50～11：40

学会HP公開版

当日の講演スライドに
参考スライドを追加しています。

４分割になっています。
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高水 勝

利益相反はありません
ー本講演の内容は、高水個人の責任においての内容です。アルケア株式会社の見解ではありません。
ーアルケア（株）の社員ですが、本講演に係る利益相反はありません。

1985年東北福祉大学 社会福祉学部卒業
1985年東レ・メディカル株式会社
1989年スリーエム ヘルスケア株式会社／スリーエム ジャパン株式会社
2023年11月 アルケア株式会社 事業管理本部（現職）

＜資格・学会等＞
・日本医療機器テクノロジー協会 元創傷被覆材部会長
・日本褥瘡学会評議員、褥瘡対策用具推進委員、元保険委員、元災害対策委員
・日本フットケア・足病医学会 ガイドライン委員会 アドバイザー（薬事、保険等）
・北海道医療大学認定看護師研修センター 元特別講師
・日本医療マネジメント学会 会員 他

＜職務＞
・担当：医療環境／医療行政分析、マーケットアクセス（薬事・保険戦略）

＜執筆・講演＞
・医療行政、診療報酬、医療マネジメント、医療安全等で各種講演、執筆
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講演スライドは、
九州・沖縄地方会のHPにUPしていただきます。

ややこしい医療保険制度、介護保険制度ですが、
有効に制度活用して、よりよい褥瘡治療・ケアに
結びつけていただければ幸いです。

よろしくお願い申し上げます。
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＜抄録＞

2024年のトリプル改定をうけて、医療機関の機能分化、介護施設の役割分担、在宅医療、それらを結ぶ地域
連携が推進されていますが、早くも2026年の診療報酬改定になりました。ポイントを解説したいと思います。
なお、本抄録は、2026年2月13日の中医協の答申と関連資料を基に2月16日現在での情報になります。2026年
3月5日に正式な告示通知、その後、疑義解釈が数本発出され、6月1日から改定になる予定です。当日は、最
新情報を入れて解説いたします。

＜新設・変更項目＞
●褥瘡ハイリスク患者ケア加算：褥瘡管理者（専従のWOC等）の活動について、「介護施設に赴いて助言す
ることが、月に10時間から16時間に拡大されます。また、16時間から介護施設に赴かなかった時間を差し引
いた時間については、専従以外の仕事も可能となります。500点に変更はありません。

●リハビリテーション・栄養・口腔連携加算：地域包括ケア病棟においても算定が可能となります。当該病
棟の入院患者のうち、院内で発生した褥瘡（DESIGN-R2020分類d２以上とする。）を保有している入院患者の
割合が2.5％未満であること等が条件です。1日30点で14日まで算定できます。

●訪問看護医療情報連携加算：他の保険医療機関等の関係職種がICTを用いて記録した利用者に係る診療情報
等を活用した上で、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合1,000円。在宅患者訪問看護・指
導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料についても同様です。

●別表８：、在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料が追加されました。

●遠隔連携診療料900点、訪問看護遠隔診療補助料265点：いわゆるD to P with Dや、D to P with Nによるオン
ライン診療についてさらに推進されます。詳細は当日解説します。

＜変更なし＞
●創傷処置、重度褥瘡処置、局所陰圧閉鎖処置、下肢創傷処置、静脈圧迫処置、重症皮膚潰瘍管理加算、褥
瘡対策加算、ＷＯＣ・特定看護師の同行訪問、専門管理加算等は変更なしです。
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読み解く５つのポイント

①施設基準・通則・留意事項/疑義解釈、行政による指導

●施設基準
一定の人員要件や設備要件を充足している場合に、地方厚生( 支) 局長へ所定の届出
を行うことにより、診療報酬の算定において通常よりも高い点数が算定可能となるも
の。
約500 種類の施設基準がある。

●通則
診療報酬の基本となる点数と規定。

●留意事項/疑義解釈
施設基準や通則等についての、より具体的な規定や運用。

●行政による指導等
個別指導、共同指導、特定共同指導、監査、適時調査などでチェックされ、著しい逸
脱などの場合は、返金になる。
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②医師、看護師等の診療報酬上の基準を見極める５つのキーワード

（1） 領域・診療科：「○○の領域に従事して・・・」等、
  専門領域や診療科の規定

（2） 年数：（１）についての、経験年数の規定

（3） 研修：所定の研修受講の義務の有無の規定

（4） 専従・専任：「専従」や「専任」による業務時間のしばりの規定
 （次のスライド参照）

（5） 常勤：「常勤」のしばりの規定
 （32 時間を基本とするが、働き方改革によって、22 時間以上の
  非常勤を2 人合算することで条件を満たす項目もある）

読み解く５つのポイント
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③専従と専任

●専従
規定した仕事以外には、やってはいけないことが基本だが、実際は解釈に幅
がある。限りなく１００％の解釈が多いので確認が必要。
（例：計画的な夜勤や外来応援はできない等）

●専任
通常の看護業務等と兼任できる。２０％～５０％まで解釈・運用に幅がある。
専任を２つも３つも兼務できない運用が一般的だが、複数の専任の兼務もＯ
Ｋになる場合もあるので確認が必要。

読み解く５つのポイント
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④言葉の意味と強制力

◆「こと」と「望ましい」
●「こと」 ：実施することが必須なこと。
●「望ましい」 ：できるだけ実施した方が良いが任意性がある。

◆「共同」「合同」と「連携」
●「共同して」「合同で」：一緒に活動や実施する対等な関係。
●「連携して」 ：自分が主体で連携先はアドバイザー、サポート、
 サブメンバー的な関係。

◆「○○回」
●「回数」に具体的な規定がある項目は、その回数を満たすことが必要。
●「原則」「程度」の表記を拡大解釈して運用が緩くならないように注意。

◆「回診」「巡回」「カンファレンス」
●回診：医師を中心に、各患者のベッドサイトまで行く。（栄養サポート、精神科リエゾン）
●巡回：患者ごとではなく、院内全体のチェック。（医療安全、感染対策、認知症ケア）
●カンファレンス：症例検討などを交えた院内全体の検討。

読み解く５つのポイント
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⑤医療法、基本料、医師法、機能評価、職種関連法規との関係

●同じような領域でも、医療法、機能評価、入院基本料、加算、でそれぞれ
規定がことなるので、注意が必要。
（例：感染対策、医療安全、褥瘡等々）

●チーム医療は、医師、看護師、関係職種がチームを組むが、医師以外は職
務権限が限られているので、各職種の役割が本来の権限から逸脱しないよう
に注意が必要。

読み解く５つのポイント
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概要
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https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLMG33RKISnWjFBIQEEGRuzwFbGAsk7uLD

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMG33RKISnWjFBIQEEGRuzwFbGAsk7uLD
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約５０兆円が母数
２年平均
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厚生労働省 2026年3月5日 00_令和８年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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賃上げ：計画と成果が必要
物価対応：一律の値上げ

厚生労働省 2026年3月5日 00_令和８年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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賃上げ：計画と成果が必要

厚生労働省 2026年3月5日 00_令和８年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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物価対応：一律の値上げ

厚生労働省 2026年3月5日 00_令和８年度診療報酬改定の概要【医科全体版】



Takamizu
18

物価対応：一律の値上げ

厚生労働省 2026年3月5日 00_令和８年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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物価対応：一律の値上げ

厚生労働省 2026年3月5日 00_令和８年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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地域基幹の急性期の新設

厚生労働省 2026年3月5日 00_令和８年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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厚生労働省 2026年3月5日 00_令和８年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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チーム医療加算の新設

厚生労働省 2026年3月5日 00_令和８年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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チーム医療加算の新設

厚生労働省 2026年3月5日 00_令和８年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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医療機関内

◆入院基本料
  （参考）身体的拘束関連

◆褥瘡ハイリスク患者ケア加算
  ・専従要件の緩和

◆リハビリテーション・栄養・口腔連携加算
  ・算定病棟の拡大 
  ・褥瘡発生率

◆技術料関連
  ・処置料等
  ・特定保険医療材料 
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介護施設（介護報酬）と医療機関（病院・クリニック）と在宅のざっくり比較

◆介護報酬 身体拘束廃止未実施減算    2006年～

◆診療報酬 認知症ケア加算：身体的拘束の減算 2016年～
  （身体的拘束をした人のその日が減算） 
  
  基本料：身体的拘束最小化未実施減算  2024年～
  （医療機関全体の体制で減算）
  基本料：アウトカム指標が追加   2026年～

◆訪問看護 身体的拘束原則禁止     2024年～
   ー減算規定はない

   （指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準）

＜私見＞
●介護は、療養・生活の場なので「廃止」

●医療は、治療の場なので「最小化」

●病院の機能でも、「最小化」の目標・意味合いが変わる
   ー高度急性期、急性期、回復期、慢性期
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基本料の
身体的拘束最小化に
アウトカム指標

厚生労働省 2026年3月5日 00_令和８年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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身体的拘束の要件が
さらに明確に

厚生労働省 2026年3月5日 00_令和８年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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基本料の
身体的拘束最小化に
アウトカム指標
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厚生労働省 2026年3月5日 00_令和８年度診療報酬改定の概要【医科全体版】

身体的拘束の要件が
さらに明確に
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該当する病棟で、
身体的拘束最小化の加算が新設

厚生労働省 2026年3月5日 00_令和８年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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疑義解釈資料の送付について（その１）2024-3-28

2024年



Takamizu
34

厚生労働省 中央社会保険医療協議会 入院（その３）2025-10-29
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厚生労働省 中央社会保険医療協議会 入院（その３）2025-10-29
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厚生労働省 中央社会保険医療協議会 入院（その３）2025-10-29
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厚生労働省 中央社会保険医療協議会 入院（その３）2025-10-29
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厚生労働省 中央社会保険医療協議会 入院（その３）2025-10-29
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厚生労働省 中央社会保険医療協議会 入院（その３）2025-10-29
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厚生労働省 中央社会保険医療協議会 入院（その３）2025-10-29
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厚生労働省 中央社会保険医療協議会 入院（その３）2025-10-29
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厚生労働省 中央社会保険医療協議会 入院（その３）2025-10-29
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厚生労働省 中央社会保険医療協議会 入院（その３）2025-10-29
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医療機関内

◆入院基本料
  （参考）身体的拘束関連

◆褥瘡ハイリスク患者ケア加算
  ・専従要件の緩和

◆リハビリテーション・栄養・口腔連携加算
  ・算定病棟の拡大 
  ・褥瘡発生率

◆技術料関連
  ・処置料等
  ・特定保険医療材料 
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■褥瘡対策委員会
  ー入院基本料のための組織名

上記の褥瘡対策チームに関連職種を加えた組織

■褥瘡対策チーム
  ー入院基本料のための組織名

褥瘡対策に係る専任の医師及び褥瘡看護に関する臨床経験を有
する専任の看護職員で組織

■褥瘡管理者
  ーハイリスク加算のための役職

所定の研修を修了した看護師等（ＷＯＣN、特定看護師）

言葉の整理

45
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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて（令和８年３月５日保医発0305第７号）

４褥瘡対策の基準

(１) 当該保険医療機関において、褥瘡対策が行われていること。

(２) 当該保険医療機関において、褥瘡対策に係る専任の医師及び褥瘡看護に関する臨床経験を有する専任の看護職員から構成
される褥瘡対策チームが設置されていること。

(３) 当該保険医療機関における日常生活の自立度が低い入院患者につき、別添６の別紙３を参考として褥瘡に関する危険因子
の評価を行い、褥瘡に関する危険因子のある患者及び既に褥瘡を有する患者については、(２)に掲げる専任の医師及び専任の
看護職員が適切な褥瘡対策の診療計画の作成、実施及び評価を行うこと。ただし、当該医師及び当該看護職員が作成した診療
計画に基づくものであれば、褥瘡対策の実施は、当該医師又は当該看護職員以外であっても差し支えない。また、様式につい
ては褥瘡に関する危険因子評価票と診療計画書が別添６の別紙３のように１つの様式ではなく、それぞれ独立した様式となっ
ていても構わない。

(４) 褥瘡対策の診療計画における薬学的管理に関する事項及び栄養管理に関する事項については、当該患者の状態に応じて記
載すること。必要に応じて、薬剤師又は管理栄養士と連携して、当該事項を記載すること。なお、診療所において、薬学的管
理及び栄養管理を実施している場合について、当該事項を記載しておくことが望ましい。

(５) 栄養管理に関する事項については、栄養管理計画書をもって記載を省略することができること。ただし、この場合は、当
該栄養管理計画書において、体重減少、浮腫の有無等の別添６の別紙３に示す褥瘡対策に必要な事項を記載していること。

(６) 褥瘡対策チームの構成メンバー等による褥瘡対策に係る委員会が定期的に開催されていることが望ましい。

(７) 患者の状態に応じて、褥瘡対策に必要な体圧分散式マットレス等を適切に選択し使用する体制が整えられていること。
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2022年から
DESIGN-R 2020 

変更なし

基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて（令和８年３月５日保医発0305第７号）
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2022年から、褥瘡対策に関する診療計画書に
「薬学的管理」と「栄養管理」が追加された。

記入は、専任の医師、専任の看護職員でかまわない。

基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて（令和８年３月５日保医発0305第７号）

2026年より
GLIM基準の欄が追加さ
れたが必須ではない。
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Ａ２３６ 褥瘡ハイリスク患者ケア加算（入院中１回） 500点

注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者（第１節の入院基本料（特
別入院基本料等を除く。）又は第３節の特定入院料のうち、褥瘡ハイリスク患者
ケア加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。）について、重点的
な褥瘡ケアを行う必要を認め、計画的な褥瘡対策が行われた場合に、入院中１
回に限り、所定点数に加算する。

２ 医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労働大臣が定める地域に所在
する保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に届け出たものについては、注１に規定する届出の
有無にかかわらず、当該加算の点数に代えて、褥瘡ハイリスク患者ケア加算（特
定地域）として、250点を所定点数に加算することができる。
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三十褥瘡ハイリスク患者ケア加算の施設基準等

(1)褥瘡ハイリスク患者ケア加算の施設基準

イ褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた専従の看護師等が褥瘡管理者として配置されていること。
ロ褥瘡管理者が、褥瘡対策チームと連携して、あらかじめ定められた方法に基づき、個別の患者ごとに
褥瘡リスクアセスメントを行っていること。
ハ褥瘡リスクアセスメントの結果を踏まえ、特に重点的な褥瘡ケアが必要と認められる患者について、主
治医その他の医療従事者が共同して褥瘡の発生予防等に関する計画を個別に作成し、当該計画に基
づき重点的な褥瘡ケアを継続して実施していること。
ニ褥瘡の早期発見及び重症化予防のための総合的な褥瘡管理対策を行うにふさわしい体制が整備さ
れていること。

(2)褥瘡ハイリスク患者ケア加算の注２に規定する厚生労働大臣が定める地域
別表第六の二に掲げる地域

(3)褥瘡ハイリスク患者ケア加算の注２に規定する施設基準

イ一般病棟入院基本料（急性期一般入院料１を除く。）を算定する病棟（特定機能病院及び許可病床数
が四百床以上の病院の病棟並びに診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣
が指定する病院の病棟を除く。）であること。
ロ褥瘡ケアを行うにつき必要な体制が整備されていること。
ハ褥瘡の早期発見及び重症化予防のための総合的な褥瘡管理対策を行うにふさわしい体制が整備さ
れていること。
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第22 褥瘡ハイリスク患者ケア加算

１ 褥瘡ハイリスク患者ケア加算に関する施設基準

(１) 当該保険医療機関内に、褥瘡ハイリスク患者のケアに従事した経験を５年以上有する看護師等で
あって、褥瘡等の創傷ケアに係る適切な研修を修了した者を褥瘡管理者として専従で配置していること。
なお、ここでいう褥瘡等の創傷ケアに係る適切な研修とは、次の内容を含むものをいうこと。

ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であって、褥瘡管理者として業務を実施する上で必要な褥
瘡等の創傷ケア知識・技術が習得できる600 時間以上の研修（修了証の交付があるもの）又は保健師
助産師看護師法第37 条の２第２項第５号に規定する指定研修機関において行われる褥瘡等の創傷
ケアに係る研修であること。

イ 講義及び演習等により、褥瘡予防管理のためのリスクアセスメント並びにケアに関する知識・技術の
習得、コンサルテーション方法、質保証の方法等を具体例に基づいて実施する研修

注２に規定する点数を算定する場合は、褥瘡ハイリスク患者のケアに従事した経験を５年以上有する看
護師等であって、褥瘡等の創傷ケアに係る適切な研修（ア及びイによるもの。）を修了した者を褥瘡管理
者として配置していること。
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第22 褥瘡ハイリスク患者ケア加算

１ 褥瘡ハイリスク患者ケア加算に関する施設基準

(２) 褥瘡管理者は、その特性に鑑みて、褥瘡ハイリスク患者ケア加算を算定すべき患者の管理等に影
響のない範囲において、オストミー・失禁のケアを行う場合及び
介護保険施設等又は指定障害者支援施設等からの求めに応じ、当該介護保険施設等又は指定障害
者支援施設等において褥瘡管理の専門性に基づく助言を行う場合には、専従の褥瘡管理者とみなす
ことができる。ただし、介護保険施設等又は指定障害者支援施設等に赴いて行う助言に携わる時間は、
原則として月16 時間以下であること。

(３) 別添６の別紙16 の褥瘡リスクアセスメント票・褥瘡予防治療計画書を作成し、それに基づく重点
的な褥瘡ケアの実施状況及び評価結果を記録していること。

(４) 褥瘡対策チームとの連携状況、院内研修の実績、褥瘡リスクアセスメント実施件数、褥瘡ハイリス
ク患者特定数、褥瘡予防治療計画件数及び褥瘡ハイリスク患者ケア実施件数を記録していること。

(５) 褥瘡対策に係るカンファレンスが週１回程度開催されており、褥瘡対策チームの構成員及び必要
に応じて、当該患者の診療を担う医師、看護師等が参加していること。

(６) 総合的な褥瘡管理対策に係る体制確保のための職員研修を計画的に実施していること。

(７) 重点的な褥瘡ケアが必要な入院患者（褥瘡の予防・管理が難しい患者又は褥瘡に関する危険因
子のある患者及び既に褥瘡を有する入院患者をいい、褥瘡リスクアセスメント票を用いて判定する。）に
対して、適切な褥瘡発生予防・治療のための予防治療計画の作成、継続的な褥瘡ケアの実施及び評価、
褥瘡等の早期発見及び重症化防止のための総合的な褥瘡管理対策を行うにふさわしい体制が整備さ
れていること。

52
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて（令和８年３月５日保医発0305第７号）



Takamizu
53

第22 褥瘡ハイリスク患者ケア加算

１ 褥瘡ハイリスク患者ケア加算に関する施設基準

２ 褥瘡管理者の行う業務に関する事項

(１) 褥瘡管理者は、院内の褥瘡対策チームと連携して、所定の方法により褥瘡リスクアセスメントを行
うこと。

(２) (１)の結果、特に重点的な褥瘡ケアが必要と認められる患者について、当該患者の診療を担う保
険医、看護師、その他必要に応じて関係職種が共同して褥瘡の発生予防等に関する予防治療計画を
個別に立案すること。

(３) 当該計画に基づく重点的な褥瘡ケアを継続して実施し、その評価を行うこと。

(４) (１)から(３)までの他、院内の褥瘡対策チーム及び当該患者の診療を担う保険医と連携して、院
内の褥瘡発生状況の把握・報告を含む総合的な褥瘡管理対策を行うこと。

３ 届出に関する事項
褥瘡ハイリスク患者ケア加算の施設基準に係る届出は、別添７の様式37 を用いること。なお、当該加
算の届出については実績を要しない。
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Ａ２３６ 褥瘡ハイリスク患者ケア加算
(１) 褥瘡ハイリスク患者ケア加算は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た保険医
療機関に入院している患者であって、当該加算の要件を満たすものについて算定する。
(２) 褥瘡ハイリスク患者ケア加算は、褥瘡ケアを実施するための適切な知識・技術を有する専従の褥瘡管理者が、褥
瘡予防・管理が難しく重点的な褥瘡ケアが必要な患者に対し、適切な褥瘡予防・治療のための予防治療計画に基づく
総合的な褥瘡対策を継続して実施した場合、当該入院期間中１回に限り算定する。なお、当該加算は、第２部通則５
に規定する入院期間が通算される再入院であっても別に算定できる。

(３) 褥瘡予防・管理が難しく重点的な褥瘡ケアが必要な患者とは、ベッド上安静であって、

次に掲げるものをいう。
ア ショック状態のもの
イ 重度の末梢循環不全のもの
ウ 麻薬等の鎮痛・鎮静剤の持続的な使用が必要であるもの
エ ６時間以上の全身麻酔下による手術を受けたもの
オ 特殊体位による手術を受けたもの
カ 強度の下痢が続く状態であるもの
キ 極度の皮膚の脆弱（低出生体重児、ＧＶＨＤ、黄疸等）であるもの
ク 皮膚に密着させる医療関連機器の長期かつ持続的な使用が必要であるもの
ケ 褥瘡に関する危険因子（病的骨突出、皮膚湿潤、浮腫等）があって既に褥瘡を有するもの

（４） 「注２」に規定する点数は、「基本診療料の施設基準等」別表第６の２に掲げる地域に所在する保険医療機関（特
定機能病院、許可病床数が400 床以上の病院、ＤＰＣ対象病院及び一般病棟入院基本料に係る届出において急性
期一般入院料１のみを届け出ている病院を除く。）の一般病棟において、算定可能である。なお、「基本診療料の施設
基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」別添２「入院基本料等の施設基準等」第５の６の規定により
看護配置の異なる病棟ごとに一般病棟入院基本料の届出を行っている保険医療機関においては、一般病棟入院基本
料（急性期一般入院料１を除く。）を算定する病棟で当該点数を算定できる。
(５) 「注２」に規定する点数を算定する場合は、褥瘡管理者は、褥瘡リスクアセスメント票・褥瘡予防治療計画書に基
づき実施した褥瘡ケアの内容を診療録に記載すること。 54
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厚生労働省 疑義解釈資料の送付について（その１）2022-3-31
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構成メンバー 届け出 会議義務 備考

褥瘡対策チーム
「専任の医師」と
「専任の看護職
員」だけで構成

必要
会議規定はない
指導は必要

①診療計画書の作成
②ハイリスクのリスクアセスメント
の連携
③ハイリスクのカンファレンスへの
参加

褥瘡対策委員会

上記の褥瘡対策
チームに
関連職種を加え
て構成

不要
規定はないが、
定期的な開催が
望ましい

褥瘡管理者
専従のＷＯＣ
専従の特定看護
師

必要
ハイリスクのカン
ファレンスの主
催

①リスクアセスメント表の作成
②予防・治療計画書の共同作成
③各種書類や件数の整備
④院内の体制の整備
⑤研修等の実施

【重要】褥瘡関連の組織
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ステップ 記入者（作成者） 備考

１）自立度の判定 誰でも良い
自立度Ｂ、Ｃの場合は２へ

２）危険因子の評価 誰でも良い
危険因子があるか褥瘡がある場合
は３へ

３）診療計画書
専任の医師と専任の看護職員

の両者が記載
これで基本料が取れるので、その上
でハイリスクは４へ

よって、自立度がＢ，Ｃであっても、
危険因子や褥瘡がなければ診療計画書の作成は不要です。

４）リスクアセスメント票

褥瘡管理者
（専従の届け出たＷＯＣ・特定看護師）
か専任の医師・専任の看護職員が

実施する

専任の医師、専任の看護職員、褥
瘡管理者（専従の届け出たＷＯＣ・
特定看護師）がリスクアセスメント
するのが基本です。

５）予防・治療計画書
褥瘡管理者

（専従の届け出たＷＯＣ・特定看護師）と
主治医と関連職種が共同して作成。

予防・治療計画書は、主治医
の関与が必要です。

【重要】褥瘡関連のステップ
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厚生労働省 2026年3月5日 00_令和８年度診療報酬改定の概要【医科全体版】

16時間まで
専従業務以外ができる
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厚生労働省 2026年3月5日 00_令和８年度診療報酬改定の概要【医科全体版】

16時間まで
専従業務以外ができる
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中医協 個別事項について（その11）届出や算定方法の明確化 2025-12-3
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中医協 個別事項について（その11）届出や算定方法の明確化 2025-12-3
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中医協 個別事項について（その11）届出や算定方法の明確化 2025-12-3
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中医協 入院（その 4）2025-11-5
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中医協 入院（その 4）2025-11-5
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中医協 個別事項について（その11）届出や算定方法の明確化 2025-12-3
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医療安全対策が2倍！
要件厳格化

厚生労働省 2026年3月5日 00_令和８年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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連携加算の対象拡大
要件厳格化

厚生労働省 2026年3月5日 00_令和８年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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